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（４）評価の実施責任者 

個人に対する保健指導の評価は、実施した保健指導の質を点検し、必要な

改善方策を見出し内容の充実を図ることを目的としているため、保健指導実

施者（委託事業者を含む）が実施責任者となる。 

集団に対する保健指導の評価は、保健指導を受けた個人を集団として集積

し、全体の特徴を評価するため、保健指導実施者（委託先を含む）及び医療

保険者が、評価の実施責任者となる。保健指導実施者に対する研修を行って

いる者もこの評価に対する責務を持つことになる。 

事業としての保健指導の評価は、「健診・保健指導」事業を企画する立場に

ある医療保険者がその評価の責任を持つ。特に保健指導を委託する場合には、

委託先が行う保健指導の質を評価する必要があり、事業の評価は医療保険者

にとって重要である。医療保険者として事業評価を行うことにより、保健指

導の運営体制の在り方や予算の見直しなど、体制面への改善にも評価結果を

活かすことが必要である。 

最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体における

生活習慣病対策の評価（有病率、医療費等）を行うものであるから、医療保

険者が実施責任者となる。 

 

（５）評価の根拠となる資料 

 保健指導の評価を根拠に基づいて、適切に行うためには、保健指導計画の

作成段階で評価指標を決めておき、評価の根拠となる資料を、保健指導の実

施過程で作成する必要がある。その資料は、保健指導の記録であり、また質

問票・健診データである。それらの資料等が必要時、確実に取り出せ、評価

のための資料として活用できるように、データ入力及び管理の体制を整えて

おく必要がある。なお、保健指導の評価の根拠となる資料はいずれも個人情

報であるため、その管理体制については、医療保険者が取り決め、責任をも

って管理する必要がある。 

 

 

 

 

 

 


